
特別養護老人ホームよねやまの里　短期入所生活介護　利用料金表　（令和５年４月１日～）

（単位：円）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

446 555 596 665 737 806 874

料金

22

4

8

15

184

8

90

58

-30

（１+２）×8.3%

（１+２）×2.7%

（１+２）×1.6%

☆は全ての「要介護」のご利用者対象、★は全ての「要支援」のご利用者対象となります

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

505 628 677 755 836 914 978

３．食事代

第３段階② 第３段階① 第２段階 第１段階

１日 （朝食） （昼食） （夕食） １日 １日 １日 １日

1,545 315 630 600 1,300 1,000 600 300

４．居住費

1日 基準費用額 第３段階② 第３段階① 第２段階 第１段階

多床室 900 370 370 370 0

◇自己負担額の合計

基準費用額 第３段階② 第３段階① 第２段階 第１段階

2,445 1,670 1,370 970 300

◆１日あたりの利用料金合計の目安（介護保険料合計+自己負担合計）

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

基準費用額 2,950 3,073 3,122 3,200 3,281 3,359 3,423

第３段階② 2,175 2,298 2,347 2,425 2,506 2,584 2,648

第３段階① 1,875 1,998 2,047 2,125 2,206 2,284 2,348

第２段階 1,475 1,598 1,647 1,725 1,806 1,884 1,948

第１段階 805 928 977 1,055 1,136 1,214 1,278

☆　利用者負担額は、上越市から交付される「負担割合証」の負担割合に応じた金額となります。

☆　食費・居住費の補足給付（負担限度額認定）対象条件に、配偶者の所得や預貯金等の資産も勘案されます。

☆　上記の料金目安には、「送迎加算」は含まれていません。

基準費用額

３．食事代
+

４．居住費

☆★特定処遇改善加算
リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準の実現を図り、介護職員
の更なる処遇改善を行うため

☆★介護職員等ベースアップ等支援加算 介護職員の処遇改善を行うため（令和4年2月から9月までは補助金で対応）

◇介護保険サービス費の合計

１．基本料金
+

２．加算サービス費

 　　医療連携強化加算
看護職員による定期的な巡視、協力医療機関との緊急時の体制を整え、重度な利用
者を受入た場合

 　　長期利用者に対する短期入所生活介護 実質連続30日を超える利用者に対して、所定単位から減算

☆★介護職員処遇改善加算（Ⅰ）
職員の離職防止・定着促進を図るため、職場環境等要件に定める取組がより促進され
るように見直していること

　　 送迎加算（片道） 利用者の自宅から施設まで送迎を行った場合

　　 療養食加算 医師の食事箋に基づく療養食を提供した場合。1食1回。

 　　緊急短期入所受入加算 事情により居宅サービス計画に位置付けられていない者を緊急に受入た場合

☆　看護体制加算（Ⅰ） 常勤の看護師を1名以上配置している場合

☆　看護体制加算（Ⅱ）
常勤の看護師を基準数以上配置し、医療機関等との24時間連絡体制を確保している
場合

☆　夜勤職員配置加算（Ⅲ）
夜勤を行う介護職員・看護職員の数が、最低基準を一人以上上回っている場合。
喀痰吸引等の実施できる職員が配置されている場合

☆★サービス提供強化加算Ⅰ
介護職員総数のうち、介護福祉士の有資格者を80%以上、又は
勤続10年以上の介護福祉士35%以上配置している場合

１．基本料金（１日あたり）

要介護度区分

２．加算サービス費（１日あたり）

加算名 内容


